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議案第８号 

特別職の職員で常勤のもの及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

 特別職の職員で常勤のもの及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月２１日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

特別職の職員で常勤のもの及び一般職の職員の給料月額の減額措置を１年間延長するた

め、特別職の職員で常勤のもの及び一般職の職員の給与の特例に関する条例（平成２４年

君津市条例第３２号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

特別職の職員で常勤のもの及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例 

特別職の職員で常勤のもの及び一般職の職員の給与の特例に関する条例（平成２４年君

津市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」を「平成２９年４月１

日から平成３０年３月３１日まで」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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特別職の職員で常勤のもの及び一般職の職員の給与の特例に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例） （特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例） 

第１条 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間（以

下「特例期間」という。）においては、特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例（昭和４５年君津市条例第１８号）第

３条の規定による給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給

料月額に、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じそれぞれ同表の右

欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

第１条 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間（以

下「特例期間」という。）においては、特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例（昭和４５年君津市条例第１８号）第

３条の規定による給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給

料月額に、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じそれぞれ同表の右

欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

職 割合 

市長 １００分の１３ 

副市長 １００分の１２ 

教育長 １００分の１１ 

政策監 １００分の１１ 

職 割合 

市長 １００分の１３ 

副市長 １００分の１２ 

教育長 １００分の１１ 

政策監 １００分の１１ 

（一般職の職員の給与等に関する条例の特例） （一般職の職員の給与等に関する条例の特例） 

第２条 特例期間においては、職員（一般職の職員の給与等に関する

条例（昭和４５年君津市条例第２１号。以下「一般職給与条例」と

いう。）第４条第１項第１号に掲げる給料表の適用を受ける職員を

いう。以下この条において同じ。）に対する給料月額（一般職の職

員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（平成２７年君津

市条例第１８号）附則第３項から第５項までの規定による給料を含

む給料月額をいう。以下同じ。）の支給に当たっては、給料月額か

ら、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務

の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合（第３項におい

て「支給減額率」という。）を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

第２条 特例期間においては、職員（一般職の職員の給与等に関する

条例（昭和４５年君津市条例第２１号。以下「一般職給与条例」と

いう。）第４条第１項第１号に掲げる給料表の適用を受ける職員を

いう。以下この条において同じ。）に対する給料月額（一般職の職

員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（平成２７年君津

市条例第１８号）附則第３項から第５項までの規定による給料を含

む給料月額をいう。以下同じ。）の支給に当たっては、給料月額か

ら、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務

の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合（第３項におい

て「支給減額率」という。）を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 
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職務の級 割合 

２級 １００分の１ 

３級 １００分の２ 

４級 １００分の３ 

５級 １００分の４ 

６級以上 １００分の５ 

職務の級 割合 

２級 １００分の１ 

３級 １００分の２ 

４級 １００分の３ 

５級 １００分の４ 

６級以上 １００分の５ 

２～４ 省略 ２～４ 省略 


